
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状
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２　対象地区の課題

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計

直近の更新年月日

令和3年3月19日令和3年3月19日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）
結地区（津村方・町屋・中組・上村・入方・芝原・
西蚊塚・東蚊塚・領家・板屋島・五和野）

市町村名

安八町

50.22

139.38

182.82

15.00

13.87

25.73

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

（備考）

　入方・芝原・東蚊塚集落の一部の農地利用は、認定農業者である１法人に集約していく。

　西蚊塚・東蚊塚・領家・板屋島・五和野集落は、中心となる担い手が不足しているため、集落営農の設立などに
よる新たな担い手の確保が必要。
　地区内の担い手の確保が困難な場合は、地区外の担い手の受け入れ等についても検討していく。
　担い手が確保できるまでは、個人同士の耕作地の入替等により集約化を進めていく。

　津村方・町屋・中組・上村・入方・芝原・集落等、地区の北部については集落営農組織や個人経営体が中心経
営体として耕作しているが、南部については担い手が不足しており、今後中心経営体が引き受けることが可能な
面積より、70歳以上で後継者未定の農地面積が多い状況。
　農地の受け手として、新たな担い手の育成・確保が必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　津村方・町屋・中組・上村集落の農地利用は、認定農業者である１法人と１個人の経営体に集約していく。



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

・農地の貸付け等の意向
　貸付け等の意向が確認された農地は、529筆、293,559㎡となっている。

・担い手の確保
　担い手が不足している地区については、集落営農の設立等による担い手確保を目指し、町・農業委員会・ＪＡ
等が地区の状況に応じて積極的に支援を行っていく。

・農地中間管理機構の活用
　将来の経営農地の集約化を目指し、農地中間機構に可能な限り農地を貸し付けていく。
　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地
の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付け
を進めていく。

・新規作物の導入方針
　集落営農においては、米、麦等の土地利用型作物以外に、収益性の高いブロッコリーやキャベツなどの園芸作
物の生産などを検討していく。

・農地の入替等による集約化
　担い手不在の地域においては、小・中規模であっても、まずは農地の入替等による集約化を進め、将来の担い
手への引継ぎが円滑に進むようにしていく。


